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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　幅方向中央部の径が幅方向両端部の径よりも小さい中細り断面形状をなす胴部を有する
ロールにつき、これを一列に複数配列してＶロールコンベアを構成し、該Ｖロールコンベ
アの各ロール上でその相互乗継移動により鋼管を長手方向に沿って移送する鋼管の搬送方
法において、
　前記Ｖロールコンベアの入側にて、搬送に係わる鋼管の上下の変位量および長手方向の
位置をそれぞれ計測して該鋼管の反り状況を把握し、その反り状況に基づいてＶロールコ
ンベアの各ロールの高さ方向における位置を適宜調整することを特徴とする鋼管の搬送方
法。
【請求項２】
　幅方向中央部の径が幅方向両端部の径よりも小さい中細り断面形状をなすロール胴を有
し、軸受けを介して回転可能に保持されたロールを一列に複数配列したＶロールコンベア
を備え、該ロール上でその相互乗継移動により鋼管を長手方向に沿って移送する鋼管の搬
送装置であって、
　前記各ロールは、前記Ｖロールコンベアの入側において把握された鋼管の反り状況に基
づいて高さ方向の位置を変更する昇降機構を有することを特徴とする鋼管の搬送装置。
【請求項３】
　前記Ｖロールコンベアのロールは、駆動式ロールと無駆動式ロールとを交互に配列した
交互配列になる、ことを特徴とする請求項２に記載した鋼管の搬送装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、鋼管の搬送方法およびその搬送装置に関するものである。本発明は、長手方
向に沿って反りが生じやすい鋼管を対象とするものであって、以下、ＵＯＥ成形技術を適
用して製造される鋼管を例にとって説明する。
【背景技術】
【０００２】
　ラインパイプ等の使途に用いられる鋼管は、厚板を、Ｕ字状、Ｏ字状にプレス成形して
オープン管としたのち、そのオープン管のギャップを、仮付け溶接、内面溶接、外面溶接
により接合し、さらに精整、検査等の各工程を経ることによって製造されている。ここで
、オープン管とは、板材を円筒状にプレス成形して互いに向かい合う幅端面の相互間にギ
ャップが形成されている管体、すなわち、幅端面が未だ溶接されていない状態の管体をい
うものとする。
【０００３】
　通常、この種の鋼管の製造過程では、ロール胴の中央部の径が両端部の径に比較して小
さい中細り断面形状をなすＶロールあるいは鼓型ロールを配列して構成された搬送設備（
以下、Ｖロールコンベアという）が使用されている。
【０００４】
しかしながら、従来の搬送設備にあっては以下に述べるような不具合があった。
【０００５】
　すなわち、ＵＯＥ成形技術を適用して製造される鋼管は、最終的には、拡管機を使用し
て真円度、直線度を改善するとともに、必要に応じて、局所的なプレスにより矯正を行う
ことによって品質を確保している。しかし、プレス条件、材料の違い、各種溶接条件等に
より、鋼管の長手方向に沿って反り（湾曲、局部的な曲がり）が生じることがあり、その
反りが大きい場合（下向きの反り等）には、図３に示すように、鋼管の搬送過程でその先
端がＶロールコンベアのロールや架台に衝突（突っ掛り）して鋼管の先端が変形したり設
備が破損してしまい、場合によっては、鋼管の搬送が不能になることがあった。
【０００６】
　また、Ｖロールコンベアを構成するロールは、通常、駆動式のロールと、無駆動式のロ
ールを適宜組み合せて使用しているが、例えば、駆動式のロールを２基用いて一本の鋼管
を搬送するライン（駆動式のロールと無駆動式のロールを交互に配置したライン等）にお
いては、鋼管が上向きに反っている等、１基の駆動式ロールにしか接触しない場合に搬送
能力が不足して鋼管を搬送することができないことがあった。
【０００７】
　さらに、Ｖロールコンベアで搬送される鋼管は、各ロールを乗継し継ながら移動するこ
とになるが、鋼管の反りが大きいと、鋼管が次のロールに乗り継ぐ際に図４に示す如くそ
の上下動により鋼管がロールへ衝突し、鋼管の変形、ロール、架台の損傷を伴うことがあ
り、何れにおいても製造能率の低下、設備故障によるラインの停止が避けられない状況に
あった。
【０００８】
　鋼管の搬送に係わる先行技術としては、例えば、特許文献１～５に開示されたものが知
られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２００４－２７６０７３号公報
【特許文献２】特開平９－１７５６５２号公報
【特許文献３】実開平５－６９６７６号公報
【特許文献４】特開昭５６－１６６３２６号公報
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【特許文献５】特開昭５２－８８９６９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　特許文献１に開示された技術は、ＵＯＥ鋼管の外面溶接機への搬入を、Ｖ型受座付チェ
ーンコンベアで行うに当たり、チェーンコンベアの隣り合うチェーンリングを接続するピ
ンが、チェーンコンベアを駆動するスプロケットホイールを離脱したり噛み合ったりする
ときに、チェーンコンベアのチェーンが上下動する影響を避けるために、駆動側スプロケ
ットホイールと従動側スプロケットホイールとの中間に位置する上部側のチェーンを、ピ
ンの中心がスプロケットホイールのピッチ円の最上端部よりも高い位置になるように支持
するようにしたものであるが、ここに開示された装置は、鋼管の外面溶接時に起こる鋼管
の上下動を防止することを目的とするものであって、鋼管そのものの反りによる不具合を
解消するものではない。
【００１１】
　一方、特許文献２に開示のものは、曲がりのある鋼管を移載、あるいは次工程に搬送す
るものではあるものの、前工程の終端に案内筒を待機させ、該案内筒内に屈曲長尺体を挿
入したのち、該案内筒を後工程の始端まで移動させることによって後工程に導入するもの
であり、Ｖロールコンベアを使用して鋼管を搬送するものとはその搬送方式が大きく異な
るものであって、上記のような従来の不具合を解消する具体的手段については何も提案さ
れていない。
【００１２】
　さらに、特許文献３は、Ｖローラーの側傍のパイプ搬送レベル直下に、マグネットを配
置し、該マグネットがパイプ搬送レベルに及ぼす吸引力を調整し得る手段を設けたもので
あり、特許文献４は、鋼管支持兼回転用ロールを有する水槽を浸漬し冷却装置としてこれ
を摩管機から再熱炉への鋼管搬送ライン内に併設したものであり、特許文献５には、昇降
フレーム上に複数個の水平ローラを配置し、昇降フレームを昇降装置に連結するとともに
昇降フレーム下方側に位置させて軸着部を中心に回動自在とし、かつ、その先端内側部に
それぞれガイドローラを有するＶ状支持フレームを設け、さらに該Ｖ状支持フレームを昇
降フレームに設けた開閉支持装置に係合させ、昇降フレームの昇降と連動させガイドロー
ラの開度調整を行うようにしたものであるが、これらの文献に開示された技術は、何れに
おいても、搬送すべき鋼管に大きな反りが生じている場合には、その先端がロールや架台
に衝突して設備を破損させたり鋼管自体の変形が避けられないものであった。
【００１３】
　本発明の目的は、鋼管が長手方向に湾曲していたり局部的な曲がりがあったとしても、
鋼管をスムーズに搬送することができる鋼管の搬送方法および搬送装置を提案するところ
にある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明は、幅方向中央部の径が幅方向両端部の径よりも小さい中細り断面をなす胴部を
有するロールを１列に複数配列してＶロールコンベアを構成し、該Ｖロールコンベアの各
ロール上でその相互乗継移動により鋼管を長手方向に沿って移送する鋼管の搬送方法にお
いて、前記Ｖロールコンベアの入側にて、搬送に係わる鋼管の上下の変位量および長手方
向の位置をそれぞれ計測して該鋼管の反り状況を把握し、その反り状況に基づいてＶロー
ルコンベアの各ロールの高さ方向の位置を適宜調整することを特徴とする鋼管の搬送方法
である。
【００１５】
　また、本発明は、幅方向中央部の径が幅方向両端部の径よりも小さい中細り断面形状を
なす胴部を有し、軸受けを介して回転可能に保持されたロールを一列に複数配列したＶロ
ールコンベアを備え、該ロール上でその相互乗継移動により鋼管を長手方向に沿って移送
する鋼管の搬送装置であって、前記各ロールは、前記Ｖロールコンベアの入側において把
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握された鋼管の反り状況に基づいて高さ方向の位置を変更する昇降機構を有することを特
徴とする鋼管の搬送装置である。
【００１６】
　上記の構成からなる鋼管の搬送装置においては、Ｖロールコンベアを、駆動式ロールと
無駆動式ロールとを交互に配列した交互配列としたもので構成するのが好ましい。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明の鋼管の搬送方法によれば、Ｖロールコンベアの入側にて、搬送に係わる鋼管の
長手方向に沿う反り状況を把握しておき、その反り状況に基づいてＶロールコンベアの各
ロールの高さを適宜調整するようにしたため、鋼管に上反り、下反りあるいはＳ字反り等
が生じていたとしてもＶロールコンベアの全てのロールで鋼管を支えることが可能となり
鋼管のスムーズな搬送を行うことができる。
【００１８】
　また、本発明の鋼管の搬送装置によれば、移送装置を、幅方向中央部の径が幅方向両端
部の径よりも小さい中細り断面形状をなすロール胴を有し、軸受けを介して回転可能に保
持されたロールを一列に複数配列したＶロールコンベアを備えたもので構成するとともに
、各ロールに、Ｖロールコンベアの入側において把握された鋼管に沿う反り状況に基づい
て高さ方向の位置を変更する昇降機構を設けたため、反りが生じた鋼管であっても鋼管を
その長手方向の全長にわたって支持することができる。
【００１９】
　さらに、本発明の鋼管の搬送装置によれば、Ｖロールコンベアを構成するロールを、駆
動式ロールと無駆動式ロールを交互に配列した交互配列としたため、駆動式ロールの台数
を減らすことが可能となり、設備にかかるコストの削減を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明に従う搬送方法の実施に用いて好適な搬送装置の構成を模式的に示した図
である。
【図２】Ｖロールコンベアを構成するロールの胴部の正面を示した図である。
【図３】下反り状態の鋼管の搬送状況を示した図である。
【図４】上反り状態の鋼管の搬送状況を示した図である。
【図５】本発明に従う方法により鋼管を搬送している状態を示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
以下、図面を参照して本発明をより具体的に説明する。
　図１は、本発明に従う鋼管の搬送装置の実施の形態を模式的に示した図であり、図２は
、Ｖロールコンベアを構成するロールの胴部を正面について示した図である。
【００２２】
　図１における符号１は、幅方向中央部の径が幅方向両端部の径よりも小さい先細り断面
形状をなした胴部を有する駆動式ロール（駆動源は図示せず）、２は、駆動式ロール１と
同等の断面形状をなした胴部を有する無駆動式ロールである。
【００２３】
上記駆動式ロール１と無駆動式ロール２を、それぞれ交互に一列に配列することによって
Ｖロールコンベアが構成されている。ここに、図１の紙面左側を、Ｖロールコンベアの入
側とし、図１の紙面右側をＶロールコンベアの出側とする。
【００２４】
　また、３は、駆動式ロール１を軸受けを介して回転可能に支持する架台、４は、無駆動
式ロール２を軸受けを介して回転可能に支持する架台である。
【００２５】
　各架台３、４には、例えば、油圧モータ、電動モータとシルナックシリンダあるいはス
クリュージャッキ等を組み合せることによって構成可能な昇降機構がそれぞれ備えられて
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おり、該昇降機構により駆動式ロール１、無駆動式ロール２そのものの高さ方向の位置を
個別に調整することができるようになっている。
【００２６】
　また、５は、Ｖロールコンベアの入側に配置され、搬送に係わる鋼管Ｓの上下方向にお
ける変位量（曲がり量）を検出する検出器である。この検出器５としては、例えば、レー
ザー距離計等を用いることが可能であり、該検出器５によって鋼管Ｓの上下方向における
変位量を検出する。一方、鋼管Ｓの長手方向の位置は、基準ロールの回転数を、パルス・
ロジック・ジェネレータ（ＰＬＧ）やアブソコーダ―等の検出器によって検出してその回
転数を用いて鋼管Ｓの位置、すなわち、進み量を算出することにより求められる。これら
の情報により、鋼管Ｓの反り状況を把握する。基準ロールとしては、例えば、Ｖロールコ
ンベアを構成するロールのうち、最も入側のものを用いることができ、この場合、検出器
５は、この基準ロールの上方に設けることが、鋼管Ｓの長手方向位置と反り量との関係を
より正確に求めることができるので、好ましい。なお、搬送に係わる鋼管Ｓの上下方向に
おける変位量（曲がり量）を検出するには、上述のレーザー距離計等を用いることができ
る他、他の実施形態として鋼管Ｓの曲がりに応じて上下動可能なロールであるタッチロー
ルを、Ｖロールコンベアの入側、それも該Ｖロールコンベアになるべく近い位置に設ける
ことによっても実現可能である。
【００２７】
　また、６は、Ｖロールコンベアの各ロールの高さ方向の位置を測定するための検出器（
ＰＬＧ、アブソコーダー、等）、７は、鋼管Ｓの先端を検出する検出器（磁気式検出器、
光学式検出器、等）、８は、ロールの回転数から鋼管Ｓの走行距離を測定するための検出
器（ＰＬＧ、アブソコーダー、等）、９は、鋼管Ｓの反り状況および検出器６、７、８に
よる情報に基づいてＶロールコンベアの各ロールの高さ方向における位置を調整する制御
手段である。
【００２８】
　Ｖロールコンベアの各ロールの高さ方向における位置が一定に設定された従来の搬送方
式においては、鋼管Ｓが下反り状態にある場合には、図３に示すように鋼管Ｓの先端がロ
ールや架台に衝突してその先端が変形したりロールや架台の破損が避けられない不具合が
ある一方、鋼管Ｓが上反り状態にある場合には、駆動式ロールと接触しない領域が生じる
ことがあり搬送能力が不足して鋼管Ｓの搬送が不能となることがあったり、あるいは図４
に示すように、鋼管Ｓが次のロールに乗り継ぐ際にその上下動により鋼管Ｓがロールへ衝
突して鋼管の変形、ロール、架台の損傷を伴うことがあったが、本発明においては、Ｖロ
ールコンベアの入側において把握された鋼管Ｓの反り状況および検出器６、７、８によっ
て得られた情報をもとにして、図５に示すようにＶロールコンベアの各ロールの高さ方向
における位置を適宜調整することができるため、鋼管Ｓに反りや局所的な変形が生じてい
たとしても、全てのロールで支持することが可能であり、該鋼管Ｓを安定して搬送が可能
となる。
【００２９】
　なお、本発明では、Ｖロールコンベアの入側で鋼管Ｓの反り状況を把握し、その反り状
況に基づいて駆動式ロール１、無駆動式ロール２の高さ方向における位置を調整するよう
にしたが、Ｖロールコンベアの駆動式ロール１と無駆動式ロール２の相互間に検出器５を
適宜配置して、この検出器５により鋼管Ｓの上下における変位量および長手方向の位置を
それぞれ計測して鋼管Ｓの搬送中における形状の変化状況を把握し、その形状の変化状況
に基づいて下流側に位置するロールの高さ方向の位置を調整することも可能であり、これ
により、鋼管Ｓのより一層安定した搬送が行える。
【産業上の利用可能性】
【００３０】
　本発明によれば、鋼管が長手方向に湾曲していたり局所的な曲がりがあったとしても、
鋼管をスムーズに搬送可能な搬送方法および搬送装置が適用できる。
【符号の説明】



(6) JP 5975232 B2 2016.8.23

10

【００３１】
１　　　駆動式ロール
２　　　無駆動式ロール
３　　　架台
４　　　架台
５　　　検出器
６　　　検出器
７　　　検出器
８　　　検出器
９　　　制御手段
Ｓ　　　鋼管

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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